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大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２８年５月２６日 
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大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第２１１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１中 

  

を 

小学校第１学年から第３学

年までに在籍する兄又は姉

（この表の区分２又は３に

該当する世帯にあっては、

小学校第１学年以上の兄、

姉等であって、保護者と生

計を同じくする者。以下同

じ。）がいない場合 

に改め、同表 

小学校第１学年から第３学

年までに在籍する兄又は姉

がいない場合 

 

 

備考中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 区分２又は３に該当する世帯が子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第

４条第４項に規定する内閣府令で定めるものである場合の補助限度額は、この表の規定にかか

わらず、次の表の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。 

区分 

園児１人当たりの補助限度額（年額） 

小学校第１学年以上の兄、姉等であって、保護者と生計を同じくする者がいない

場合 

１人が就園している場合又は第１子 同一世帯から２人以上就園している場合

の次年長者 

２ ３０８，０００円 ３０８，０００円 

３ ２１７，０００円 ３０８，０００円 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

「 

「 

」 

」 


